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平 成 ２ ６ 年 

 

赤平市議会第２回定例会会議録（第３日） 

 

                          ６月１２日（木曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ０時１８分 閉 会 

 

 〇議事日程（第３号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

        ５．菊 島 好 孝 議員    

        ６．竹 村 恵 一 議員    

  日程第 ４ 議案第２８３号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ５ 議案第２８４号 定住自立圏形成 

        協定の締結についての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２８６号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第 ７ 議案第２８７号 平成２６年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第 ８ 議案第２８８号 平成２６年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  

  日程第 ９ 議案第２８９号 赤平市固定資産 

        評価審査委員会委員の選任につい 

        て               

  日程第１０ 議案第２９０号 農業委員の推薦 

        について            

  日程第１１ 意見書案第43号 総合的、体系的 

        若者雇用対策を求める意見書   

  日程第１２ 意見書案第44号 鳥獣の捕獲促進 

        体制強化の速やかな実施を求める 

        意見書             

  日程第１３ 意見書案第45号 中小企業の事業 

        環境の改善を求める意見書    

  日程第１４ 意見書案第46号 地域包括ケアシ 

        ステム構築のため地域の実情に応 

        じた支援を求める意見書     

  日程第１５ 意見書案第47号 「手話言語法（仮 

        称）」の制定を求める意見書    

  日程第１６ 意見書案第48号 平成２６年度北 

        海道最低賃金改正等に関する意見 

        書               

  日程第１７ 意見書案第49号 地方財政の充実 

        ・強化を求める意見書      

  日程第１８ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１９ 閉会中継続審査の議決について  

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

        ５．菊 島 好 孝 議員    

        ６．竹 村 恵 一 議員    

  日程第 ４ 議案第２８３号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ５ 議案第２８４号 定住自立圏形成 

        協定の締結についての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２８６号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第 ７ 議案第２８７号 平成２６年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第 ８ 議案第２８８号 平成２６年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  
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  日程第 ９ 議案第２８９号 赤平市固定資産 

        評価審査委員会委員の選任につい 

        て               

  日程第１０ 議案第２９０号 農業委員の推薦 

        について            

  日程第１１ 意見書案第43号 総合的、体系的 

        若者雇用対策を求める意見書   

  日程第１２ 意見書案第44号 鳥獣の捕獲促進 

        体制強化の速やかな実施を求める 

        意見書             

  日程第１３ 意見書案第45号 中小企業の事業 

        環境の改善を求める意見書    

  日程第１４ 意見書案第46号 地域包括ケアシ 

        ステム構築のため地域の実情に応 

        じた支援を求める意見書     

  日程第１５ 意見書案第47号 「手話言語法（仮 

        称）」の制定を求める意見書    

  日程第１６ 意見書案第48号 平成２６年度北 

        海道最低賃金改正等に関する意見 

        書               

  日程第１７ 意見書案第49号 地方財政の充実 

        ・強化を求める意見書      

  日程第１８ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１９ 閉会中継続審査の議決について  
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５．子供の健康維持管理 
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 〇出席議員  ９名 

        １番  向 井 義 擴 君 

        ２番  太 田 常 美 君 

        ３番  植 村 真 美 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  五十嵐 美 知 君 

        ７番  菊 島 好 孝 君 

        ８番  北 市   勲 君 

        ９番  獅 畑 輝 明 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇欠  員  １名 

          １０番 

 

 〇説 明 員 

  市      長  高 尾 弘 明 君 

  教育委員会委員長  山 田 和 裕 君 

  監 査 委 員  小 椋 克 己 君 
 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  野 村   繁 君 
                       
  副 市 長  浅 水 忠 男 君 

  総 務 課 長  町 田 秀 一 君 

  企 画 財 政 課 長  伊 藤 寿 雄 君 

  税 務 課 長  下 村 信 磁 君 

  市 民 生 活 課 長  野 呂 道 洋 君 
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  社 会 福 祉 課 長  永 川 郁 郎 君 

  介護健康推進課長  斉 藤 幸 英 君 

  商工労政観光課長  伊 藤 嘉 悦 君 

  農 政 課 長  菊 島 美 時 君 

  建 設 課 長  熊 谷   敦 君 

  上 下 水 道 課 長  横 岡 孝 一 君 

  会 計 管 理 者  片 山 敬 康 君 
 
  市立赤平総合病院            
            實 吉 俊 介 君 
  事 務 長            
                       
  教 育                 
      教 育 長  多 田   豊 君 
  委員会                 
      学校教育            
   〃        相 原 弘 幸 君 
      課  長            
 
      社会教育            
   〃        蒲 原 英 二 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  大 橋   一 君 
                       
  選挙管理委員会            
            井 波 雅 彦 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会 
            菊 島 美 時 君 
  事 務 局 長 

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  栗 山 滋 之 君 
 
      総務議事            
   〃        野 呂 律 子 君 

      担当主幹            
 
      総務議事            
   〃        伊 藤 彰 浩 君 

      係  長            
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、１番向井議員、３番植村議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 諸般報告第２号でございますが、市長から送付を

受けた事件は１件であります。 

 委員長から送付を受けた事件は、３件であります。 

 議員から送付を受けた事件は、８件であります。 

 委員長から閉会中継続審査の議決を求めるため申

し出のあった事件は、２件であります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第３号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ 昨日に引き続き

一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序５、１、人口減少対策について、２、市

職員の情報共有と連携について、３、教育問題につ

いて、議席番号７番、菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、一般質問をさせていただきます。ご答弁のほ

どよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、人口減少対策について、①の第３子

からの経済支援についてお伺いをさせていただきた

いと思います。最近全国各地で人口統計の推移につ

いて問題になっておりますことは、ご承知のとおり

だというふうに思います。人口の減少がこのまま続

けば、地方の危機を招いて日本の半数の市町村が行

政サービスの維持が困難になってくると、そして自

治体が消えていってしまうと、そういう問題が話題

になっております。そういうことからすると、統計

上によると約900の自治体が消滅すると、そういう可

能性があるというふうにも言われております。その

処方箋は何であるかというと、少子化対策の充実で

あり、地方中枢都市の重点的整備、そして今私たち

が行っている広域連携であります。東京だとか札幌

だとか、そういう大都市の一極化を防いで、私たち

自身が自分のまちに何が必要なのかと、どんなこと

ができるのかと、私たちの役割は何なのだというこ

とを考えていかなければならないと思っておりま

す。10年前に平成の大合併がありました。あのとき

は、当市も５市５町ということの中で合併を試みた

わけですけれども、それが破綻になってしまったと。

合併したまちは、例えば３つのまちが合併して３つ

のまちの特別交付金をいただきながらこの10年間や

っていたわけですけれども、その中で本当に合併し

て頑張ったところは何とかまたその力を発揮して生

き残っていけるでしょうけれども、その交付金を何

なり今までと同じような使い方をしていた合併した

まちというのは私たちの赤平より今後10年経過すれ

ばもっともっと苦しい、そんなまちになっていくの

でないかなというふうにも考えます。 

 そこで、私たち赤平のまちのように合併は破綻に

なったけれども、苦境を乗り越えた、そんなまちこ

そ私は考える力を持っているというふうに思いま

す。高尾市政は、財政再生団体にならないための努

力が実りました。大きな成果であります。その功績

は、市民も認めるところであるというふうに思って

おります。しかし、その陰には、言葉は悪いかもし

れません。ですけれども、犠牲になった市の職員、

病院関係者、さらに忘れてはならないのは早期退職

者の方々であります。そういう方々のためにも、赤

平市は吸収されたりなくなったりしてはいけないの
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です。10年、20年、そんな先を見据えて人口が１万

人になろうと、あるいは8,000人になろうと、その方

々が赤平にいる限り、そしてまた残された子供たち

のためにも赤平市は存続しなければなりません。こ

の問題が最大の課題であるというふうに思っており

まして、人口減少問題についての質問をさせてもら

っております。この人口減少に歯どめをかけるため

にも、対策として若者たちが子供を産める、そんな

環境を整えてあげることが大事だというふうに私は

思います。そこで、第３子の経済支援として150万、

金額はいろいろあると思いますけれども、私が今考

えるのは第３子には150万、そして第４子には200万、

これぐらいの助成をしてでも子供を産む環境をつく

って人口減少対策を行っていくということを考えま

したけれども、いかがでしょうか、ご質問させてい

ただきます。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） お答えいたします。 

 人口減少対策は、当市における最大の課題であり

ますことから、市民の皆様が安心して子供を産み育

てることができる環境づくりは対策の一つとして大

変重要と考えております。当市の今年度の子育て支

援策につきましては、中学生以下の医療費自己負担

額の無料化の継続を初め、平成27年度から予定され

る子ども・子育て支援新制度の実施に向けて子ども

・子育て支援事業計画を策定をしてまいります。ま

た、この事業計画の策定に向けた基礎資料とするた

め、昨年末に小学生以下の世帯を対象としたアンケ

ート調査を行いましたが、自由意見では医療費の無

料化が大変よいという評価が数多くございました

が、一方では保育料が高いというご意見も多数見ら

れました。当市の保育料は、国の基準を参考にして

平成23年４月から入所児童を対象として第２子を半

額、第３子からは無料としているところでございま

すが、管内では独自の施策として第２子から無料と

している自治体や保育料負担金及び幼稚園授業料の

負担相当分を全額商品券で交付している自治体もご

ざいます。このほか、全国的にも第３子以降を対象

とした出産祝金や小学校入学時に就学給付金を支給

するなど、自治体によってさまざまな子育て支援の

取り組みが行われております。当市では、先ほど申

し上げましたアンケート調査に基づき保護者の就労

状況やサービスの利用実態、子育てに関する保護者

の意識等を把握するとともに、子ども・子育て会議

の意見を伺いながら子育てに優しい環境づくりを目

指してソフト事業、ハード事業の両面にわたって検

討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中で、保育料では第３子を無料化しているという

ことでございます。この子供の数を数える考え方、

３子についての考え方と直近のそういう方が赤平市

内にもいるのであればそういう方々の人数はどのぐ

らいあるのかということをちょっとお聞きしたいの

ですけれども、お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） １子目、２子目の

考え方でございますけれども、保育所設置条例施行

規則に基づきましてあくまで入所、入園児童を対象

としていますことから、例えば第１子が小学生で第

２子が保育所に入所しているような場合、保育料の

計算上は入所児童を第１子として計算をしておりま

す。 

 また、対象者数でありますけれども、６月３日現

在で第２子が15名、第３子が３名となっております。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 課長の説明は、

子供第３子に対する説明というのは理解できますけ

れども、私が求める第３子というのはちょっと違う

のかなというふうに思いまして、保育所の多子世帯

に対するそういう負担軽減策については今課長の答

弁で理解をさせていただきました。国は、骨太の方

針の中で少子化対策として第３子以降の出産、ある

いは育児、そして教育と、こういうことを重点支援

していくことを掲げた報道が先日なされておりま
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す。そういう重点支援を掲げたと報道されたのです

けれども、赤平市もこういう情報を先取りして今か

ら考えていかなければならないのではないかという

ことで、私も第３子に今150万、第４子に200万と言

ったのはこういう部分での子供に対する支援の意味

でお話を述べさせてもらいました。時期尚早だとい

うふうに思うかもしれませんけれども、この件に関

してもし今の時点で何かお考えがあるのであればお

聞きしたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） 現時点におきまし

ては、具体的なものはございませんけれども、少子

化対策につきましては国と地方が一体となって取り

組まなければならない重要課題でございますので、

こうした国の方針を十分に踏まえた上で当市として

の施策を検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 わかりました。

先ほどの答弁にもございましたけれども、そういう

ことで頑張っていただきたいというふうに思いま

す。 

 もう一方で、この人口減少社会において雇用の場

の創設、これが必要とされているというふうに言わ

れています。幸いにして赤平市には雇用の場がある

程度以上のものが確保されているというふうに思っ

ております。前にも述べたように、若者の人口定着

を図ること、それから子供の産める環境を整えるこ

とが大事であるというふうに思っておりますので、

平成27年度から予定されるであろう子ども・子育て

支援事業計画の策定、この中にぜひ今の件を考えて

盛り込んでいっていただきたいなと。子供を産める

環境をつくるまちというのは、残れるまちというふ

うに判断をしております。聞くところによると、約

17億円の財政調整基金もできました。そんな中でこ

の子たちに投資する金額、仮に150万円の第３子が10

人いた、1,500万です。200万の支援する子供たちが

いたと、10人いたということになれば、これ2,000

万です。3,500万です、20人で。そのぐらいのお金は、

赤平として今後の人口減少問題に対して若者たちに

子供を産める環境の場を提供してあげてそのぐらい

の投資をするのは、僕は決して高いものでないとい

うふうに思っております。そういうことで、ぜひ27

年度策定に向けては以上のことから私が今お願いし

たことを策定できるようなことで努力をしていって

いただきたいなというふうに思います。 

 続きまして、人口減少対策の②としまして民間戸

建て住宅も含めた支援についてお伺いをさせていた

だきます。移住、定住の促進と地域経済を活性化し

ようと、こういう目的を持ってことしの４月より高

尾市政の目玉政策として実施されている人口減少問

題に対する助成事業でありますけれども、この助成

の内容については先ほどから報道されているように

まごころ商品券の助成、大変工夫を凝らした配慮が

うかがえるものだというふうに理解をしておりま

す。また、申し込みの資格の対象要件の中には、26

年の４月以降新たに市内の民間賃貸住宅に住んで、

その場所に世帯全員が住民登録をしている世帯と、

こういうふうにあります。また一方で、住宅の要件

の中で賃貸を目的に居住用に建設された１棟２戸以

上の建物と、そういうふうに限定をされております。

一戸建て住宅は該当しないと、こういうことであり

ますが、本来この助成事業の目的は前にも述べたよ

うに若者の定住人口の増加、これを図るためのもの

であって、一人でも多くの若者が当市に定住すると

いうことを目的にした事業であります。そこで、一

戸建て住宅もぜひ人口の定着のために、例えば結婚

してよそのまちから赤平に住もうという人が入れる

ような、そういうようなことも考慮してぜひ一戸建

て住宅もこの対象に入れていただけないかというふ

うに考えるわけですけれども、この件についてはい

かがお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 民間戸建て住宅を

賃貸された方に対する支援のご質問でございます
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が、本年４月からスタートした赤平市民間賃貸住宅

家賃助成事業につきましては移住、定住の促進と地

域活性化を目的として地元企業への訪問や広報あか

びら、市ホームページなどを通じましてＰＲを行い、

実施しておりますが、今月中に１世帯の対象が見込

まれるものの、なかなか成果が得られない状況であ

ります。当市は、公的住宅の空き家は多数存在いた

しますが、民間賃貸集合住宅の空き家が極端に少な

いことが成果に結びつけない大きな要因と考えられ

ます。このため、議員のご質問にもございました現

在民間賃貸住宅家賃助成事業の対象外となっている

一戸建て住宅につきましても平成27年の国勢調査が

実施されることを踏まえ、人口減少対策を講じるた

め本助成事業の対象とし、移り住みをご検討される

方の選択肢の拡大を図ってまいりたいと思います。 

 なお、改正時期につきましては、現在個人住宅の

売却や賃貸の住宅情報を提供するための作業に当た

っておりまして、この情報提供と同時にＰＲするこ

とが効果的であるというふうに考えておりますの

で、助成事業実施要綱の改正内容を検討し、できる

だけ早い時期に実施できるよう作業を進めてまいり

たいと思いますので、ご理解を賜りますようお願い

いたします。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ご丁寧な答弁だ

ったと思います。本来は、私自身もこの場でこうい

う質問をするというのは大変失礼だというふうに理

解をしております。今始まったばかりの、決定して

始まったばかりの事業なのに、もう策定の変更かい

というふうに言われても仕方がないなと、もっと前

の討論で自分自身もっと真剣にこの部分を追及すれ

ばよかったかなというふうに本当に反省しておりま

す。ただ、そういうことがよかったと気づいたとき

には、やっぱり早く行動を起こしてそういうものに

取り組んでいくという、そういう姿勢が私は大事だ

というふうに思っております。人口減少対策の歯ど

めの部分だというふうに思っておりまして、あえて

この質問をさせていただきました。申しわけありま

せんが、ご配慮のほどよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 続きまして、２番目、市職員の情報共有と連携に

ついて、①、部長職の復活についてお伺いをさせて

いただきます。当市におきましては、平成18年まで

の長きにわたり部制をしいてきました。そこには、

部制の利点というものがたくさんあったからだとい

うふうに思っております。地方財政の見直し等によ

って連結決算方式の導入を余儀なくされ、赤平市の

財政はこのままでは再生団体に陥るのではないか、

そういう厳しいものになりました。この間部長職も

含め早期退職を余儀なくされた方々がたくさん出た

のも事実であります。これらの人たちの犠牲の上に

現在の赤平市が健全運営ができていると言っても過

言ではないというふうに考えます。部制がなくなっ

て課制になった今、所内の横の連絡がとりにくくな

っているというふうに感じている一人でございま

す。例えば今回みたいな本当にいい事業が住宅政策

でもって高尾市政から出されました。でも、その１

つの事業が複数の課にまたがった事業であります。

例えば企画では家賃の助成の部分、あるいは建築で

は建物や修繕の助成の部分というふうに分かれてご

ざいます。一方でまた、人財育成事業として高尾市

政は民間に投資をして、そして赤平の産業の発展を

期待するということで民間投資をしております。ま

た片方では、市内庁舎の人材に投入して部長制を構

築し、各課の横の連携を密にして市民サービスを遂

行すると、これは決して高いお金がかかるわけでは

ないというふうに思っております。人材投資に係る

お金は、必ず将来この赤平市に返ってくるというふ

うに思っております。わずかなお金で人材育成をす

る、庁内の職員の士気を高める、そういう意味から

いっても部長制にして横の連携をとっていったらど

うなのだろうかということを考えているわけですけ

れども、これについての答弁をお願いしたいという

ふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 副市長。 

〇副市長（浅水忠男君） 部長職の復活についてで
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ございますけれども、部制につきましては昭和52年

11月より施行してまいりました。ご存じのとおり、

空知の産炭地域総合発展基金問題とあわせて地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の成立など、こ

れらの要素から早期にやはり赤平市としては財政の

立て直しを図るために赤平市財政健全化計画を策定

をいたしました。その中に組織のスリム化につきま

しても計画に反映することといたしましたが、平成

18年度末に一部部長職の退職に伴いまして計画が先

行しておりましたけれども、平成19年度より部制を

廃止いたしまして本格的に課制に移行いたしまし

た。部制の廃止、そして課制の導入に当たりまして

は、管理職を中心に相当数の退職者が予測されまし

たことから、行政サービスに支障を与えぬようしっ

かりとした事務の引き継ぎを徹底をいたしまして横

の連携の強化をしていくことと、さらに有資格者の

ように専門職とまでは位置づけられませんけれど

も、地方分権が推進していく過程では短期的な人事

異動は極力避けまして一定の専門性を確保できるよ

う配慮していかなければならないとしたところであ

ります。部制の復活とのお話でございますが、こう

した経過もありまして、今のところ個々の職員の資

質向上を図りながら人口規模に合ったコンパクトな

組織づくりを進めまして、各課ごとの連携をしっか

りと保ちながら行政運営上支障や不便のないよう引

き続き対応してまいりたいというふうに考えており

ますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中で部長制を廃止したと、課長制になったと、で

きるだけ短期的な人事異動は避けたということでご

ざいますが、異動を避けるということはそれだけ活

性化がなくなるということにもつながります。組織

の活性化というのは、いろんなところを交えた中で

生まれてくるものでありますので、これは必要だと

思いますけれども、その点についてはどうお考えで

しょうか。 

〇議長（若山武信君） 副市長。 

〇副市長（浅水忠男君） 先ほどもお答えさせてい

ただきましたとおり、地方分権の推進に伴いますい

わゆる権限移譲による事務量の増加、事務処理の複

雑化等によりまして行政運営の困難度も増している

状況でありましたことから、短期的な人事異動は極

力避けまして一定の専門性を確保できるよう配慮し

てきたところでありますが、今議員お話しのとおり

人事異動によって組織の活性化や組織力の向上な

ど、組織全体に対する効果や個人の意欲の向上など

が期待できるものと私も思っております。しばらく

職員の採用を控えておりましたが、退職者の補充等

で平成22年度から26年度の５年間で新たに21名の一

般行政職員を採用することができましたので、今後

におきましては職員個々の能力、経験や在籍年数な

ども考慮しつつ職員の適正な配置に努めてまいりた

いというふうに思いますので、よろしくご理解のほ

どお願いを申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 説明については、

よく理解できました。決して私が言っているのは人

員をふやして部制をしきなさいと、しいてください

と、こういうことではありません。現在の人員の中

での部制であります。職員の質的向上、そして市民

サービス、それから課の連携、それらをアップする

ためにもぜひ部長制の再考を考えてみてはいかがか

なというふうに思っております。要望としてこの話

については終わらせていただきます。 

 続きまして、住民の声の共有についてご質問をさ

せていただきます。この件につきましては、前者の

質問内容にも重複する部分が出てくるかもしれませ

んけれども、お許しをいただきたいというふうに思

います。市議会におきましては、議会報告会あるい

は意見交換会と、また行政におきましては住民懇談

会等があって市民の人たちの声を聞く、そういう機

会がございますが、一般の職員の方々にはなかなか

その声は伝わってきていないというのが現状である

のでないかなというふうに考えるわけです。なぜな

ら、よくいろいろお聞きして行政の方々もおわかり
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になっていると思いますし、私たちにもそういう声

が報告会等行くと聞こえてくるのですけれども、市

民の人たちがどの課に行って質問をしたり話をして

も全てその課が一応一通りの話ができなくては決し

て市民サービスにはならないというふうに考えてお

ります。例えば老人の方が来ることが多いのであり

ますが、その方々にこれはあっちですよ、これはこ

っちですよというのは大変失礼なことであって、少

なくてもその場で来た方々にご理解をしていただい

て帰っていただくというのがサービスだというふう

に考えます。これらの問題である市民の声、こうい

ったものを行政としてはどのように職員全体にこの

情報を共有させて問題解決に取り組んでいるのかと

いうことでお伺いをさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 住民の声の共有につき

ましてお答えいたしたいと思います。 

 本年度におきましても先月15日から29日までの間

市内７カ所におきまして春の住民懇談会を開催させ

ていただいたところでございますが、出席いたしま

した職員につきましては直接住民の声を聞くことが

できたと思いますし、その要点記録につきましても

ネットワーク上の掲示板に載せまして職員一人一人

が見ることができるようになってございまして、情

報の共有に努めているところでございます。このほ

か、さきの副市長の答弁にもございましたとおり課

ごとの連携をとりまして対応に努めているところで

はございますが、改めてたとえ直接の担当ではなく

ともお客様の声を聞き、担当の課の職員につなげ、

対応していくことはもちろん、お客様がご不便とお

感じになっているところがございましたら、すぐさ

ま見直し、お話のいただきました件も含めましてお

客様にわかりやすく表示し、なるべく１つの窓口で

用件を済ませることができますよう努めてまいりた

いと考えているところでございます。よろしくご理

解いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中、例えば民間の会社の中では社長がみんなにこ

れをすれと言ったと、部長が聞いてそれを社員に言

った、そういう流れでいきますけれども、それが底

辺までどれだけ確認しているかという、そういう部

分というのは言った人間が確認しないとなかなかわ

からないと、本当にやっているのかどうか、見たの

かどうかわからない、そういうふうに思っておりま

す。ただいまネットワーク上の掲示板に載せて情報

の共有に努めているということでありますが、その

共有に努めているということはどのように徹底させ

ているのかというところをちょっとお話しいただけ

たらと思います。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） ネットワーク上の掲示

板につきましては、データが更新されますとグルー

プウエアのトップ画面に更新された項目が表示され

ましてわかりやすくしているところでございます

が、グループウエアにログインしなくては見ること

はできませんので、少なくとも１日１回はログイン

し、情報を確認いたしますよう改めて課長会議等を

通じまして徹底し、情報の共有に努めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 そういうことで、

１つの窓口で用件を済ませることができると、また

そういうように努めていくということですので、そ

うなればどれだけ多くの来庁する市民の方々が喜ぶ

か、あるいは皆さん方に感謝するかわかりません。

ぜひとも今答弁されたことを着実に実行して、そし

て確認をすると。一番大事なのは、確認をするとい

うことです。その作業を徹底して行っていっていた

だきたいというふうに考えます。よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、教育問題、①、次なる小中学校の統

合についてお伺いをさせていただきます。本年４月、

平岸小学校、それから茂尻小学校、そして住友小学



 －78－ 

校が閉校になりまして新生茂尻小学校が誕生いたし

ました。当初計画で統合後の生徒数、これは135名と

聞いておりましたが、６月１日現在、茂尻小学校の

運動会に行ってまいりましたが、122名ですというお

話をされておりました。約２年間で13％の減少とい

うことであります。原因等につきましては、教育委

員会の方々が把握されているというふうに思ってお

りますが、その減少とスピードには驚くべきものが

あります。子供たちの教育の充実を図るために、小

学校においては複式学級、中学校においては１学年

１学級、これを解消するのだということで学校の統

合が行われるわけですけれども、当市の教育委員会

が立てた平成24年度から平成33年度の適正配置計

画、10カ年計画、これのまだ２年か３年しかたって

いないわけです。そんな中で猛スピードをもって子

供たちが減少しているということです。まだ２年、

３年しかたっていないこの時期にこの話をするのは

早過ぎるのではないかと、今統合したばかりだよと、

早いよというふうに言われるかもしれません。しか

し、予想を上回る早さで生徒数の減少が進んでおり

ます。文部科学省では、来年度から通学１時間以内

の学校統合、これを目指して今計画を策定しようと

いうふうにしております。そういう統合を早めよう

という動きが加速しているのです。そんな中で赤平

市も待ったなしの小中学校の次なる統合、これがや

ってくるというふうに思っております。いずれにし

ても、10年、20年先の赤平市の小中学校はどうある

べきかということを考えていただきたいというふう

に思います。また、小中の一貫教育も含めて赤平市

の統合を検討していただきたいというふうに思って

おります。今後の小中学校の統合のあり方について

のお考えをお聞きしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 次なる小中学校の

統合についてでありますが、平成24年の１月に策定

しました赤平市立学校適正配置計画により進めてお

りました小学校３校の統合は、皆様方のご理解のも

とこの４月に行われまして順調なスタートをしてい

るものと思います。また、先ごろ行われましたその

新生茂尻小学校の運動会ですが、例年にも増してに

ぎやかに、また和やかに進められたことは改めて喜

ばしいことと確認した次第であります。 

 そこで、今後の学校統合への見込みでありますが、

この件については以前にもお答えしているところで

すが、少子化の影響はますます大きくなっておりま

すので、それを見据えたものとしていく考えは議員

のご指摘のとおりであります。しかし、本市の適正

配置計画は、少子化の進行を受け、前計画を前倒し

して策定し、10年を期間として計画しており、こと

しでまだ３年目でありますことから、現段階で新し

い計画を策定するということは難しいと思います。

いずれにしても、今後においても引き続き学校及び

児童生徒の状況を注視し、また地域との関係や理解

などを見きわめながら進めることは必要と考えてお

り、計画における統合年度にとらわれるものではあ

りませんので、計画途中での変更も視野に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、ご指摘のよ

うにいずれは小中各１校の時代が到来すると思いま

す。小中一貫の教育についてもさまざまな実施形態

がございますので、本市の学校教育に何が最良であ

るかを十分検討しながら進めていくことが必要で

す。今現在は、まず中学校の統合に全力で取り組ん

でおりますので、今後も本市の子供たちの教育環境

整備にご理解、ご支援をいただきますようお願いす

るところです。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中でいろいろお話がありました。当時小学校、中

学校、13校ぐらいありまして、教育委員会の職員も

もっともっとたくさんおりました。本当に何をする

にしてもみんなで学校のことを一生懸命やっていた

というのが思い出されます。今は、本当に５校くら

いになりまして、教育委員会の職員も少ない、それ

でもやることはたくさんあるというのも事実であり

ます。理解できます。だけれども、計画をしてまだ
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二、三年しかたっていない、二、三年しかたってい

ないからできないのだということではなくて、二、

三年しかたっていないけれども、周りの環境はもっ

ともっとスピーディーに変化していっているのだと

いうことも理解をしていただきたいなと。どんどん、

どんどん早く進んでおります、少子化問題。前に申

し上げましたけれども、進んでいます。ですから、

そういう変化に私たちは対応していかなければなら

ないのです。対応しないで、まだ10年計画の二、三

年しかたっていないから、今はまだ早いのだという

のではなくて、本当に二、三年しかたっていなくて

もその先の変化がもっともっとやらなければならな

いことができたら、もっともっと前向きに取り組ん

でいくと、そういう考える力、そういうものを持っ

ていただきたいというふうに思います。赤平市は、

みんなでもって考えて再生団体乗り切ったではない

ですか。そういう考えをもっともっとみんなで考え

て、そして努力をしていっていただきたいというふ

うに思います。環境の変化には常にスピーディーに

対応して未来の子供たちのために、そしてこの赤平

市にとって最善の統合であって最善の配置計画だと

言われるようにぜひ頑張っていただきたいというふ

うに思います。 

 続きまして、最後の質問になりますけれども、ク

ラブ活動の推進と課題についてお伺いをさせていた

だきます。これは、前回の昨年の議会の質問におい

ても話をさせていただいたのですけれども、詳しく

はまた同じことになるので、お話はしませんけれど

も、いまだに全市の連合中学のクラブができており

ません。この間今日に至るまでどのような部活の推

進に対してご検討をされてきたのかということにつ

いてお伺いをしたいというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） クラブ活動の推進

と課題についてですが、この件についてはご指摘の

ように以前にもご質問受けております。しかし、新

たな部活動については、学校側の要望等が前提とな

ります。以前は、サッカーを例に挙げて答弁させて

いただきましたが、現在のところそれらの要望等の

話題については確認していないところです。市教委

では、前定例会でも答弁しておりますが、将来の中

学校統合に向けて必要があれば両中学校での交流を

促進する意味も含めて合同での練習について可能と

しておりまして、スクールバスの配備や、また赤平

高校のグラウンドの借用への行動など準備ができる

としております。また、広域的な連携での部活動も

考えられ、現在中体連では少子化の影響で単独で出

場できない学校に対して近隣校との合同チーム結成

も認めるとされておりますが、現在のところそれら

を含めた新たな部活動発足には至っていないところ

です。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 そういう要望が

あればやるということも大事かもしれませんけれど

も、要望がなくてもそういう環境をつくってあげる、

入りやすい、できやすい環境をつくってあげるとい

うこともこれまた大事なことだというふうに思って

おります。部活動の発足には至っていないものの、

必要があればただいま両中学校での交流を促進する

意味を含めて合同練習も可能であるというご発言を

いただきました。そして、スクールバスの配備、あ

るいは赤高グラウンドの借用、こういったことなど

の行動など準備はできているということでございま

すので、まずは現在の活動しているスポーツ少年団

やサッカー少年団、こういったところから要望があ

ればぜひとも前向きな行動をとっていただくという

ことと教育委員会みずからもそういった部分に手を

差し伸べるということが必要かというふうに思って

おります。本当に現在滝川、砂川方面に、せっかく

１年生から６年生まで頑張ってきた子供たちが中学

に入って自分のそういったことを発揮できる場所が

ないものですから、滝川や砂川に行って数万円や十

数万円の年会費を払ってスポーツをやっているとい

う現実もございます。そういう中でせっかく６年間
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この地域で育てた子供たちの練習の場、これが中学

になったら失われてしまうと、こういうことのない

ように何とか両者で、あるいは学校も含めて話し合

って何とかしていただきたいなと、練習をさせてや

りたいなと、部活動できる環境をつくってあげたい

なというふうに思っておりますので、教育委員会の

今後の前向きな行動を見守っていきたいというふう

に思っております。 

 続きまして、このクラブ活動の今度は推進におけ

るときの課題、どのような問題点だとか、あるいは

課題があったのかと、今まで、そういったことも含

めてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 新たな部活動の推

進、また設置ですが、やはり指導者の存在が大きい

と思います。指導だけを捉えれば、外部の指導者で

も可能でありますけれども、学校活動の一環として

の部活動ですので、責任の所在としての教員の配置

が伴います。またさらに、本市の中学校の学校規模

からでは、新たな団体種目の新設がクラブ間の生徒

の行き来など他のクラブへの影響も考慮しなければ

なりません。いずれにしましても、人数などの活動

の規模が確保され、同時に要望があり、協議してい

くものですので、今後もそれらを注視してまいりた

いと考えております。 

 なお、参考ではありますけれども、今年度から赤

平中央中学校にソフトテニス部が新たに部活動とし

て発足したと聞いております。どちらかといいます

と個人種目ですが、先ほど述べました課題も少なく、

また指導可能な教員も確保できておりましたので、

順調に活動しているようです。いろいろな課題あり

ますが、可能なものについては十分協議して進めて

いくことになりますので、ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの説明

で教員の配置が伴うと、それから他のクラブへの影

響があると、あるいは指導者の存在が必要だという、

そういうたくさんの課題があるのだよということを

お聞きしました。確かにそういった問題があります。

でも、やっぱりそういう問題を解決する努力をやっ

ていかないとなかなかこういったことは実現しない

のです。ですから、解決するための努力、先ほど情

報の共有化で言いましたけれども、言っても確認し

なければやっているかどうかわからないのです。そ

ういう部分と同じで、やっぱりそういう課題があっ

たら課題に立ち向かって自分たちとして何ができる

のかと、何ができないのだろうと、そういうことの

中でもっともっと前向きにやっていっていただきた

いなというふうに思います。人数などの部活動規模

が確保されて要望があれば協議していくということ

であります。赤平市のような中学生の少ないまちに

それを求めるのはどうでしょうか。いずれにしまし

ても、たとえ少人数であっても教育委員会が父兄や

子供たちの意見を直接聞くことをやってもいいと思

うのです、学校だけに任せないで。そういうことを

やって初めていろんなＰＴＡとの連携、あるいは先

生方の連携もっともっと深まるのではないかなとい

うふうに考えております。門戸を開放することは、

子供たちにとって優しい、そして思いやりのある、

そういう教育ではないでしょうか。教育委員会のア

クティブな動きを期待して、この質問を終わりたい

というふうに思います。 

 以上をもちまして一般質問を終わらせていただき

ます。答弁ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 質問順序６、１、いじめ、

自殺者撲滅に向けての活動、２、高齢者対策、３、

元気で明るい人の集う市へ向けて、４、社会教育の

充実、５、子供の健康維持管理、６、ふるさとを支

える教育、議席番号４番、竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 おはようござい

ます。議席番号４番、竹村恵一、通告に基づきまし

て、質問させていただきます。今回答弁にかかわら

ない理事者の方も含めまして、皆さんどうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、大綱１、いじめ、自殺者撲滅に向けて
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の活動、①、ゲートキーパー研修とその活動につい

てお伺いいたします。同様の内容を平成24年の第４

回定例会で質問させていただきました。本年３月の

新聞データでは、人口10万人当たりに置きかえた自

殺死亡率も24年確定値ではありますが、赤平市は

57.2人と空知の中で最多でございます。全国21.7人、

全道23.1人と比べても多いことがわかります。そこ

で、改めてお聞きいたしたいのは、当市で23年から

行われたゲートキーパー研修会はその後どうなって

いるのか、また今の現状をお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） ゲートキーパ

ー研修についてお答えいたします。 

 自殺予防ゲートキーパーは、家族や近所などで悩

んでいる人を見つけ、話を聞き、専門的な機関につ

なぎ、地域で優しく見守る方で、子供から大人まで

誰もが自殺予防ゲートキーパーになれます。当市で

は、平成23年度より赤平市自殺予防ゲートキーパー

研修を開催し、自殺予防ゲートキーパーの重要性や

相談、援助のロールプレー、地区組織活動の紹介と

地域コミュニティの大切さについてグループワーク

を中心にその考えを深めてまいりました。平成23年

度からの３年間で民生委員、町内会役員、老人クラ

ブ役員を初め、企業の総務担当者や一般市民、市職

員など延べ154名の方が受講し、67名の方が研修を修

了しております。当市では、ゲートキーパー研修修

了者100名を一つの目標とし、今年度も秋ごろに研修

の実施を予定しております。また、子供の自殺予防

の観点から学校教職員に対しましてもぜひ受講して

いただけるよう関係機関に周知をしてまいりたい

と、そのように思っております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま経過と

現状などをお聞かせいただきました。前回の質問の

ときにもお答えしていただいたときに、市民の皆さ

んから認識してもらえる周知を行い、地域で存在を

紹介していくというような答弁もございました。ど

のような活動で、どこまでの認知がされつつあるの

でしょうか。 

 そして、これも前回要望しましたけれども、独自

の免許化、資格化などは検討されたのかどうか、市

内にどのように免許保持者を今後も広めていこうと

する対策を講じているのかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） まず、自殺予

防ゲートキーパーの活動でございますが、あくまで

も家庭や近所で家族や近所の人を気遣い、気になる

人には声をかけ、話を聞き、必要があれば保健師や

病院、保健所などの相談組織につなぎ、見守ること

にあると考えております。そのために組織化をした

り、その活動を強いることになると責任もふえ、今

まで受講した方やこれから受講していただく方の重

荷になりかねないと考えているところでもありま

す。しかし、せっかく気になる方に声をかけたいと

思っても声をかけにくい状況であるとしましたら、

それは活動の制限になってしまいますので、携帯で

きるような修了証の交付などとともに、地域には自

殺予防ゲートキーパーが存在し、見守ってくれる人

がいることを今後も広く周知してまいりたいと、そ

のように考えております。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 前回の質問の後

の地域に周知している政策といいますか、何を今ま

でしてきたのかというのも同時に聞かせていただけ

たらと思いますが。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 主なものにつ

きましては、広報あるいはホームページ等というこ

とでございますが、そのほかに民生委員さん、ある

いは町内会長さんの会合等におきまして周知をさせ

ていただいております。ただ、十分にその周知が届

いているかというと、なかなか認知をされていない

という方も現実としてはございますので、引き続き

また新たな方法等も考えながら周知活動を徹底して

まいりたいと、そのように考えております。 
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〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 理解いたしまし

た。いずれにしましても、一般的には未遂者という

のは自殺者の10倍はいると言われております。身近

に気づいてくれる人がいることが未然防止につなが

るというふうに思いますし、当市の自殺者減少にも

今後力が必要になっていくゲートキーパーだという

ふうに思います。さらに周囲とのネットワークを広

げて活動しやすい環境整備をお願いして、この質問

は終わらせていただきます。 

 次に、いじめの実態と対策についてお聞きいたし

ます。当市のいじめに対する実態はどうなのか、い

じめと捉えられるものはあるのかないのか、そして

あるないにかかわらずいじめ対策のマニュアルとい

うものは実際にあるのかどうかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 学校でのいじめの

実態と対策でありますけれども、市内の学校では毎

年全児童生徒を対象としましたいじめ把握のための

アンケートの調査行っております。ことしは、今現

在調査中でありますが、昨年の調査の結果としては

いじめを受けたことがあるとの回答は少なからずあ

りました。その内容としては、仲間外れや悪口など

の場合が多く、嫌なことをされればいじめと考えら

れるとの定義から総じて中学生よりも小学生にその

数が多くなっております。 

 そこで、その対応についてですが、学校において

その調査に基づいた内容の調査を迅速に行いまし

て、その内容の実態を把握して解消に努めておりま

す。同時に、保護者に対してもその内容の報告を行

い、家庭の協力もお願いしているところです。また、

昨年度からその未然防止と早期発見、早期解決のた

めの取り組みの一環としまして、各学校ではいじめ

防止基本方針を策定してその対応に努力しておりま

す。いずれにしましても、家庭、学校双方が協力し

て取り組まなければなりませんし、アンケート等の

数字として出てこないものも予想されますので、い

じめは絶対許されないという共通認識のもと日ごろ

から児童生徒への観察はもちろんですが、日常的に

明るく好ましい学校づくりに心がけることを基本と

して、子供たちが安心して過ごせる学校環境を目指

して相談、指導体制を整えるとともに、いじめの適

切な対応に努めてまいります。 

 なお、犯罪を伴うような行為については報告され

ておりませんが、市教委では赤歌署と協定を結んだ

子どもの健全育成サポートシステムにより警察とも

連携を図ってまいりたいと思っております。 

 なお、マニュアルについてですが、いじめが重大

な事案である場合についてはいじめに限らず緊急対

応としての定めありますので、そのような場合には

関係各方面の協力を得ながら対応してまいりますの

で、ご理解いただきますようお願いします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁の

中で今年度は調査中という答弁でございましたけれ

ども、既にアンケートは終わって集計調査中なのか、

それともこれからアンケートをとる調査に入るのか

というところはどのような状態でしょうか。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 今アンケート調査

もう終わっていますが、集計中であります。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。いずれにしましても、マニュアルについて

はいじめに特化したものはないけれども、対応する

マニュアルというのはあるということでした。道の

ほうでは、いじめ防止条例というのが本年制定され

ましたし、滝川市でも先日条例が施行始まりました。

対策委員会というのも設置されたようでございま

す。当市でもそういう条例整備の検討などの考えは

あるのかどうか、またいじめによる自殺対策の一つ

として先ほど①の質問でゲートキーパーですが、さ

いたま市でこの研修会に校長の判断により中学校の

教員を全体の26％の人数を参加させたという記事も

ございます。先ほど介護健康推進課の答弁にもあり

ましたように、関係機関などに周知をしていきたい
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というふうに言っておりましたけれども、担当課と

してはどうお考えがあるかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 教職員のゲートキ

ーパーの研修参加ということですが、教職員の研修

については各種多様な研修会が設定されておりまし

て、市教委としては教員の指導力向上と教育課題の

解決に有用との観点から、その参加について奨励し

ております。各団体による各種研修会にも参加があ

るところですが、ことしも市教委が主催した研修講

座を昨年に続き企画しており、教員の能力向上に努

めているところです。そこで、研修の参加でありま

すが、教員対象の研修については教科ごとのものを

初めとして各種設定しておりまして、ゲートキーパ

ーについては生徒指導や教育相談といった教育活動

に資するスキルの一つとして捉えられるものと思い

ますので、教職員の職場に対するものも含めまして

今後担当部署とも相談しながら参加について周知し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解いただ

ければと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。先生方の能力向上に努める研修というのは、

それぞれ専門職ですから、言わざるとも行っていく

というのはこれ当たり前のことかなと思いますけれ

ども、私が今言っていたゲートキーパーについては

子供のいじめから発展する自殺者、それから先生方

大人を含めた自殺者、そういうのに関して対応がで

きるようになるかどうかという部分のゲートキーパ

ー研修会の参加、なおかつ当市が行っているもので

すから、それに当市の教員がかかわるというのは必

要なものかなと思ったので、お聞きしました。先ほ

どちょっと触れましたけれども、いじめ防止条例の

整備の検討などは必要かどうか、今後やるやらない

という答えは要りませんけれども、必要と考えるか

どうかというのをちょっとお聞かせ願えたらと思い

ますが、どうでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 条例をつくるつく

らないというよりも、その法律の定めにのっとって、

これは努力規定になっておりますけれども、やはり

その基本姿勢とか防止策や対応について、それを効

果的に推進するための基本的な方針というのはこれ

必要、今後考えていかなければならないなという思

いは持っております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。いずれにしましても、校長会、教頭会など

を通じて教職員への周知、呼びかけは幾らでもでき

ることだというふうに思います。市教委としてどこ

までゲートキーパーへの重要性を感じているかとい

うのが行動に移っていくのかなというふうに思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここに関連しまして、平成25年の第２回定例会に

て同僚議員より同じいじめに関する質問の中で命を

大切にする教室について質問があったかと思いま

す。そのときに当該年度途中には対応は難しいとい

うことで、次年度の予定の立案時期であれば何とか

検討できることではないかというふうに答弁があっ

たかと思いますが、その後その命を大切にする教室

というのはどうなったのかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） ご指摘のとおり、

この件については答弁１度しております。赤歌署か

ら依頼されました講師を招いての命を大切にする教

室の事業について、学校での年間の事業計画は年度

初めには既に決められておりまして、年度途中での

実施は困難であるので、依頼するのであれば学校の

次年度の事業計画が策定される10月か11月の時期で

の早目の対応が必要であるとお答えしたところで

す。赤歌警察署様には、答弁のとおり学校の事情に

応じてなされるよう申し入れを行っておりまして、

現状そのように対応してもらっているところですの

で、ご理解いただきますようお願いします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 
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〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ゲートキーパー

に関しましてもこの命を大切にする教室にしまして

も行うところが違ったりとか、担当する課が違った

りとかということもありますけれども、子供を守る

と、いじめをなくすというよりは子供を守るという

観点からいえば非常に大切な部分だというふうに感

じるところもありますので、できることならば協力

体制を検討していただいて、当市からはそういう痛

ましい事件などが起こらないよう未然に努力を希望

してこの質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、大綱２に移ります。大綱２、高齢者

対策でございます。①、施設待機者と実態把握につ

いてお伺いいたします。この質問に関しましても平

成24年の第４回定例会で私が質問させていただきま

して、確認をさせていただきました。改めて現在の

把握状況をお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 市内の高齢者

施設としましては、特別養護老人ホームが２施設、

認知症グループホームが３施設、軽費老人ホーム１

施設、住宅型有料老人ホーム１施設、介護老人保健

施設１施設が設置されております。当課におきまし

て定期的に待機者の状況を把握しておりますが、各

施設におきましても入所を希望する待機者を多数抱

えているような状況にもあります。待機者の中でも

特に特別養護老人ホームに入所を希望される方が多

く、市内２施設におきましては重複者を除く実人員

で約100名の方が申し込みをされているような状況

になっております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 まだまだ待機者

が多くて、何かいい対策はないのかというふうに思

いますけれども、今の２施設それぞれ100人の待機者

を抱えているのか、それと２施設合わせて100人の待

機者を抱えているのかお答えできますか。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 各施設で100

名を超える待機者となっておりますが、私どもで名

簿をいただきましてつけ合わせをして実人員を押さ

えた数字が約100名ということになっております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 それぞれという

ことで100人ということですね。いずれにしまして

も、施設の関係ですから、保険料とのバランスにも

影響が出てくるということにも関係してきますけれ

ども、増床などについては③のほうで詳しくお聞き、

施設を建てるどうこうというのは③のほうで詳しく

お聞きいたしますので、今の人数を把握したという

ことでこの質問に関しましては今後も数字の把握と

既存の施設管理、民間業者との調整をお願いして終

わりたいというふうに思います。 

 次に、②でございます。見守り施策の検証と今後

についてお伺いいたします。当市の見守り施策とし

まして、昨年モバイル型緊急通報システムの導入が

なされました。利用度などの検証と今後さらなる新

しい考え方があるのかどうかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 見守り施策の

検証と今後についてということのご質問でありま

す。 

 高齢化率が高く、独居や高齢者のみ世帯の多い当

市にありましては、在宅での生活に不安を感じてい

る高齢者もいますことから、近隣市民による日ごろ

からのさりげない見守りや緊急時に活用する緊急通

報システムが安心、安全を支える一助となっており

ます。シルバーハウジング全132世帯分と希望者に取

りつけをする一般家庭用の据えつけ型緊急通報シス

テム29世帯分が現在活用されております。平成25年

度より持ち運びのできるモバイル型の緊急通報シス

テムを導入し、希望者に利用していただいておりま

すが、利用台数は14台と少ないため、今までは利用

者からの通報を委託先のコールセンターで受け、緊

急時の対応をしておりましたが、今年度から市の負

担で毎月コールセンターのオペレーターから利用者
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の近況をお伺いするお伺いサービスを導入し、より

機能を充実させたところでもあります。それらの周

知につきましては、広報紙の掲載はもとより、民生

委員の研修会や町内会長会議での紹介、さらには介

護サービス提供事業所や介護支援専門員に紹介する

などを行いながら、引き続き利用の促進を図ってま

いります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきまして、モバイル型のシステムの利用者の少

なさに少しびっくりいたします。今年度から機能の

充実を図っていっていただくということでございま

すけれども、これは利用者がふえなくてはやっぱり

せっかくのよい施策も不発で終わってしまうという

ふうに思います。ご高齢の方々は、よい施策の存在

すら知らずに日々生活されている方もおりますし、

または私の親の世代の方たちでさえこの施策を知ら

ずに自分の親にそういういいものをお知らせできな

いというような状況も耳にいたします。広報活動に

も力を入れていただいているようですけれども、ど

うすれば高齢の方々に知っていただけるか、利用し

てもらえるのかというのをさらなる検討をお願いし

たいなというふうに思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、③、高齢者向け住宅の整備について

お伺いいたします。高齢者向け住宅といいましても、

一言で言っても数多くあるのはご存じのことと思い

ます。当市にも何種かの建物がありまして利用され

ておりますけれども、最近では滝川市あたりにも徐

々にふえてきていますサービスつき高齢者住宅があ

ります。多種多様、それぞれメリット、デメリット

が考えられますが、当市として今後どのような整備

を考えていこうとしているのかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 高齢者が安心

して在宅での日々の生活を続けていくためには、高

齢者が住みやすい住宅を確保していくことが重要な

ことであると、そのように認識をしております。市

の施策としましては、高齢者向けの住宅の整備とし

まして建設したシルバーハウジング、これは昭和63

年度に策定された赤平市高齢者福祉地域計画に基づ

き公営住宅に住む高齢者が増加する中、高齢者の単

身及び夫婦の自立した生活が長く続けられるよう昭

和63年度に策定しましたシルバーハウジングプロジ

ェクト計画により実施したもので、現在市内には日

の出、青葉、幸、新光の４団地132戸が整備されてお

ります。住民懇談会の席上もございましたが、市民

の高齢化や独居並びに高齢者のみ世帯が多い状況か

ら、シルバーハウジングの新たな建設要望が多い現

状は理解いたしますが、当市は道内においても整備

水準が高い状況にあることや管理費用、建てかえ移

転対象者に与える影響等検討しなければならない課

題も多くありますので、今年度新たに策定します住

生活基本計画におきまして市民、各種団体のご意見

を伺いながらシルバーハウジングの整備の可能性に

ついて検討してまいります。 

 また、ご質問にもありましたように他市におきま

しては民間主導の整備が進められているサービスつ

き高齢者住宅につきましては、食事や必要に応じて

介護サービスも受けられることから、高齢者にとり

ましてはより安心して暮らせる住宅となっておりま

すが、充実したサービスを受けられることから月々

負担する費用も高額となり、入居できる方にも限り

があるようでございます。しかし、介護施設とは異

なり、あくまでも住宅となり、仮に介護サービスを

受けたとしましても居宅系サービスとなりますこと

から、介護保険における給付費は施設系サービスに

比較し低額となっていくものでもございます。市内

事業者におきましてもこの住宅の建設を検討してい

るとのお話をお聞きしておりますが、利用料金が高

額になることがネックとなっているようでございま

す。多くの高齢者の方は、住みなれた地域で生きが

いを持ち、元気に生活をしていくことを望んでいる

ことから、地域の方々の見守り支援と在宅の介護サ

ービス等を組み合わせながら、できる限り在宅での
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生活が送られるよう引き続き支援をしてまいりま

す。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきました。確かに課題は多く、費用の伴う事業

だというふうには思います。しかし、まさに答弁の

最後にありましたとおり高齢者の多くの方々は住み

なれたこの赤平で元気に生活をし、できることなら

ば最後まで赤平にいたいというふうに願っていると

思います。道内の中でも整備水準が高くても管理費

用がかかっても市民からの建設要望が多いのは現実

でございます。ぜひ今年度の策定の住生活基本計画

におきましてスピーディーな整備がなされることを

期待いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱３、元気で明るい人の集う市へ

向けて、①、市職員の市民への対応についてお聞き

いたします。市の顔とも言える市役所庁舎内、そし

てそこで市民を受け入れる市職員の現在理事者席に

いらっしゃる課長以下職員の皆様方、その対応でそ

の市の印象、イメージは決まります。私は、庁舎内

でこんな風景を目にしました。女性職員さんが窓口

外のロビーで高齢者の市民の方に目線を合わせて笑

顔で対応していました。何ともすばらしいおもてな

しでしょうか。すばらしいおもてなしをしていた職

員、このような対応の接遇マニュアルというものは

我が赤平市の役所の中にあるのか、職員に周知徹底

は行われているのかお聞きいたします。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 接遇マニュアルにつき

ましてお答えいたします。 

 赤平市役所職員接遇マニュアルといたしまして、

平成18年度に作成いたしまして、既に冊子にいたし

まして全職員に配付しておりますほか、必要に応じ

増刷いたしまして新採用職員にも配付いたしまして

採用時の研修のカリキュラムにも含めるなど、職員

の接遇能力の向上に努めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。マニュアルがあるということ、そのような

対応をしていた職員が現在本当にいたということで

とてもうれしい状況です。しかし、そう思う反面、

私が議員になってから役所へよく来るようになり、

こういう体験もしました。本会議、委員会が開催さ

れるときは、私きょう上着着ていませんけれども、

ふだんスーツを着て議員バッジをつけて来庁いたし

ます。職員の皆さんは、笑顔までいかなくてもみず

から挨拶をしてくれます。しかし、私は何かの傍ら

私服やジャージーで来庁することも多くありまし

て、私のほうから挨拶をしなければ返ってこない、

さもすれば素通りの方もいらっしゃいます。私は、

そのときふと考えました。多くの市民の方々は、ス

ーツや正装で来庁しないのではないでしょうか。私

服やふだん着、ジャージーの方もいるのではないで

しょうか。だとしたら、職員の方たちは私がジャー

ジー姿のときのように市民の方へ挨拶などを忘れて

いることはないのだろうかと。また、市民の方が関

係する窓口の前まで行っても気づかない、声をかけ

るまで反応しない、そんな寂しい状況を目にもしま

した。そんな状況があってはならないのではないか

と思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） お話のとおり、不手際

があったようでございますが、お客様の応対につき

ましては窓口はもちろん、ロビー等でお困りのお客

様がおられましたら積極的にお声がけさせていただ

き、用件を伺い、担当部署を紹介させていただくな

ど対応しなければいけないと思いますし、私たち職

員一人一人がお客様をお迎えするおもてなしの心を

持ちまして応対しなければならないと考えていると

ころでございます。なお、このことにつきましては

課長会議等を通じて周知しているところでございま

すが、いつでもすぐに見ることができるようグルー

プウエア上の掲示板に接遇マニュアルを掲載いたし
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まして、改めて接遇マニュアルに立ち返り実践して

いくことを一人一人が確認いたしまして、お客様に

親しまれ、信頼される明るい市役所づくりにつなげ

ていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 あくまでも全職

員の皆さんがそうだったというわけではなくて、一

番最初に言ったようにご高齢の方に目線を下げて対

応していた職員さんがいたのも事実でございます。

ですから、ぜひそういうふうにやっていただいて市

民の方から役所には行きづらい、行きたくないとい

う声が出ないような対応をしていただけたらと思い

ます。市民の方も役所に来て無理難題を言う方も中

にはいるのかもしれませんし、もしかしたらそうい

う方のほうが多いのかもしれません。職員皆さんの

一人一人の仕事の量も、先ほど質問した菊島議員の

質問の中でも副市長も言っていましたが、事務の複

雑化などあって仕事の量も多くなっているのかもし

れません。しかし、勇気を持って役所へ来庁してく

る方もいますし、困って来ている方もいます。どう

か今町田課長が言われたようにおもてなしの心で親

切丁寧な目線、口調で対応していただきたいという

ふうに思います。役所は市民のほうを見てくれてい

るという環境へしていただいて、各課窓口側へ意識

を持っていただきたいというふうにお願いしてこの

質問を終わらせていただきます。 

 ②、エルム高原のさらなる集客力について、ア、

彫刻公園の名称と今後の活用についてお聞きいたし

ます。平成25年度の補正予算において高原の新しい

看板が真新しく３カ所に立てられました。いろいろ

ほかの議員からも指摘があり、念願かなったものか

と心うれしく思っております。そこで、お聞きした

いのは、その看板に彫刻公園サキヤマと出ておりま

す。前にほかの議員からも看板が立つ前からこの名

称は正式なものなのかと聞いていたように記憶して

おりますが、今回看板に正式に載せているというこ

とはあの一帯は正式にそういう名称になったのかど

うか。また、先日新たに２体の彫刻を加え、とうと

う念願かなった10体の彫刻がそろいました。今後ど

のようにあの一帯の彫刻群を絡めた活用を考えてい

るのかお聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 彫刻公園の名

称と今後の活用についてでございますけれども、ま

ず初めに彫刻公園サキヤマというものが正式名称で

あるかとのご質問でございますが、条例上はあの一

帯は赤平市エルム高原家族旅行村というのが正式名

称となっております。ただし、流先生の彫刻群を表

現する方法として彫刻公園サキヤマという通称名を

使用しております。通称名ではございますが、彫刻

群の案内として新たに設置した案内看板に彫刻公園

サキヤマと掲示したところでございます。 

 次に、彫刻公園サキヤマの今後の活用方法でござ

いますが、10体の彫刻が完成したことにより、パン

フレットの作成や観光協会のホームページ等でのＰ

Ｒなど市内外にまずは発信してまいりたいというふ

うに考えております。また、流政之赤平応援隊では

過日行われました２体、「サキモリ」と「ピリカ」

の除幕式に引き続きましてＳＡＫＩＹＡＭＡ＆ＡＴ

ＯＹＡＭＡまつりとして赤平出身の書道家、石飛博

光氏とバイオリン奏者、板垣登喜雄氏によります揮

毫と音楽のコラボレーション、札幌ジュニアジャズ

スクールによりますジャズバンド演奏、トランペッ

ト奏者であります五十嵐一生氏によりますジャズト

ランペット演奏などを実施し、参加された皆さんも

大いに楽しまれたところでございます。また、流彫

刻作品をテーマにした写真と川柳のコンテストとし

て彫刻公園サキヤマコンクールの開催を予定されて

いると伺っております。また、子供たちを対象にし

た事業をどのように行うかということでございます

が、これはエルム高原の指定管理者であります赤平

振興公社によりまして家族旅行村を会場とした「エ

ルム博士ときせきの川」と題した謎解きゲームを現

在開催中であります。また、今後は市内の子供たち
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を集めてのキャンプなども予定しておりまして、そ

の中で彫刻作品に触れていただけるものと思ってお

ります。いずれにしましても、10体の彫刻作品が建

立されまして彫刻公園サキヤマとして完成いたしま

したので、今後は流赤平応援隊や赤平振興公社とも

連携しながら多くの皆様に鑑賞していただけるよう

ＰＲや事業に努めてまいりたいと思いますので、ご

理解いただきますようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。ちょっと余談になってしまうかもしれませ

んが、除幕式のときにはそのスタートに当市の赤平

火太鼓の子供たちが暑い中汗を流したというのをお

忘れなく、今言われた答弁の中には残念ながら入っ

ていませんでしたので、私のほうからつけ加えさせ

ていただきますけれども、よろしくお願いします。 

 そうすると、今後通称名で彫刻公園サキヤマとし

て、彫刻群をＰＲするときはこういう名前で広めて

いこうという考えでいるという押さえ方でよろしか

ったですか。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 彫刻群につき

ましては、彫刻公園サキヤマという通称名で今後Ｐ

Ｒしてまいります。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 では、私たちも

あそこを広めるときに彫刻公園サキヤマがあるとい

うことで使わせていただきたいというふうに思いま

す。 

 今後の活用についても幾つか答弁いただきまし

た。私的には、せっかく世界的な彫刻家の流先生の

彫刻がこの赤平で、赤平だけで10体見れるというす

ばらしい環境にあるということで、もっと市民にＰ

Ｒしていくべきではないかというふうに思います。

なぜＰＲが足りないのかというふうに私が言うかと

いいますと、赤平のカントリーサインのデザイン募

集時に残念ながら高原も彫刻も出てこなかったと、

子供たちは知らないのだというふうに感じるところ

であります。もっともっとあそこへ足を運ぶ、足を

延ばす、そういう流れを考えるべきだというふうに

思います。例えば市内の小学校の写生会に使うとか、

遠足の場所として設定するとか、市、市教委挙げて

盛り上げていくべきではないかというふうに思いま

すが、どうでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 子供たちの彫

刻群の鑑賞につきましては、先ほども申しましたと

おり振興公社のほうでゲームですとかキャンプとい

うようなことでいろんな事業を展開しております。

今ご指摘のように、各学校への取り組みにつきまし

ても振興公社のほうで各学校を回って遠足等に利用

していただきたいということで各学校訪問しており

ますので、今後市教委とも、教育委員会とも連携し

ながら少しでも学校の行事に利用していただけるよ

う努力していきたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今答弁いただい

たのは、振興公社のほうで考えて行っていくイベン

トについてですから、市、市教委としてあそこをど

うやって市民に周知をしていくかというのを今は私

は期待をしたいというふうに思っているので、今ご

答弁にあったように市教委とも一緒に横のつながり

を持ってあそこに子供たちが集える環境を整えると

いうのを期待したいというふうに思います。 

 看板絡みでもう一点聞いておきたいというふうに

思いますが、新しい看板の中に元気の丘の名称が刻

まれております。たしか元気の丘というのは民間業

者だったと思いますけれども、市の立てた看板の中

に民間業者の名称が名を連ねているというのは何か

特別な理由があったのか、作成、設置費用などの絡

みはどうなっているのか、答えれる範囲でお聞かせ

願えたらというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 昨年エルム高

原リゾートの国道沿いに案内看板を新しく設置いた

しましたが、看板作成に当たりましてはエルム高原
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と隣接する元気の丘ギャラリーにつきましても一緒

に掲示することでの相乗効果があるのではないかと

いうことで、こちらのほうから先方に掲示方の了解

をお願いしましたところ快くご了承いただきました

ので、相乗効果を考えて元気の丘についても掲示を

させていただいたという経過でございます。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 エルム高原を中

心に周辺一帯の活性化を考えたことということで、

なおより一層そういうことであればあそこを盛り上

げる施策などを展開していただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱４、社会教育の充実について、

①、今後の文化施設の考え方についてお聞きいたし

ます。市の文化会館が閉鎖して除却され、市施設の

中で最大収容会場があるのは交流センターみらいの

かたらいホールであると思います。私ごとではござ

いますが、イベントにかかわり、当時は、文化会館

があったころ、当時は他市から自信を持って当市へ

呼び込める状況でした。現在は、やはり開催を悩む

ところではあります。エルム高原にも野外ステージ

がありますが、野外のため天候に左右されますし、

総合体育館ではイベントのたびにステージを設置し

なくてはならない状況が出てきております。市の人

口規模から考えても、文化会館のような大きな施設

はそぐわないというふうに私も思いますが、400から

500程度の中規模施設の整備の考えはないかお聞き

いたしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 今後の文化施設の

考え方についてお答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、文化会館が閉鎖、除却

になった現在、交流センターみらいのかたらいホー

ルが最大200名程度の収容会場であり、市内で一番大

きな施設となっているところです。会場の広さから

一定規模以上の行事は開催できない状況で、200名を

超える大規模な事業については総合体育館を利用し

ていただいております。文化ホール建設については、

市民や文化団体からも今すぐにとは言わないけれど

もという要望もいただいております。病院、消防庁

舎の建設、また学校統合による校舎整備も必要なこ

とから、その後の検討課題とならざるを得ない状況

であります。また、遊休公共施設等整備計画におい

て、赤平市立小中学校適正配置計画での市内２中学

校統合後に赤平中央中学校跡地において文化ホール

建設の候補地として検討するという整備方針も示さ

れております。赤平市教育委員会といたしましても

200名を超える中規模程度の文化ホールの必要性は

十分に感じているところでありますので、ご理解賜

りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま今後の

方向性をお聞かせいただきました。病院、消防庁舎

の建設、小中学校の統合整備など、私も十分に理解

いたしております。決して今すぐどうこうというつ

もりは全くありませんので、市としてのお考えを確

認させていただきましたから、今後の整備に十分期

待をしたいというふうに思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、大綱５、子供の健康維持管理、①、

子供の体力向上プランについてお聞きいたします。

今子供の体力低下や運動不足、それに伴う肥満など

が言われています。子供の体力低下の原因には幾つ

かありまして、外遊び、仲間と遊ぶ機会の減少、ゲ

ーム、インターネットなどに接する時間の増加、外

出機会の減少、自然体験、生活体験の不足、学校で

の運動機会、運動量の減少などが挙げられます。低

下すると何が問題なのかということになりますけれ

ども、骨折の発生率が上がります。なぜか。骨を丈

夫にするには、カルシウムやビタミンＤが必要なの

です。そのビタミンＤというのは、日光に当たるこ

とで生産されます。さきに言った低下の原因の中に

外遊びの減少、ここに結びつきます。逆に、向上の

ポイントとしましては、遊び、食生活、睡眠の３つ

がうたわれていまして、特に運動を伴った遊びは体

と心の成長に欠かせない重要なものらしいです。そ
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こで、当市において体力向上プランとし、どのよう

な取り組みが行われているのか、学校、社会両教育

にお聞きいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） まず、学校におい

てですけれども、学校における児童生徒の体力の向

上については知育、徳育、体育のバランスのよい成

長を目指す狙いの一つとして遊びや運動、また集団

活動を通じてその運動能力を把握してその増進に努

めているところであります。しかしながら、全国体

力・運動能力、運動習慣等調査における北海道の結

果については、報道等でご存じのとおり全国に比べ

て総じて低い傾向にあり、本市においてもほぼ同様

な状況にあります。体力の向上については、心身の

健康の保持などとあわせて体育の時間を初め特別活

動を含む教育活動全般を通して努めてまいります

が、まずは全児童生徒の状況を把握することが必要

です。さきの調査は、小学校５年と中学校２年生が

対象ですので、今年度からはそれ以外の学年につい

ても新たに、同じ種目でありますが、新体力テスト

を各校で実施することとしましたので、その結果の

分析と状況から体力の向上の方策を探ってまいりま

す。そこで、次に赤平としてできる取り組みを進め

ていくことになりますけれども、一部の学校では既

に一校一実践とも言える活動にも取り組んでおりま

す。また、ことしにおいてはその一環として外部講

師を招いて教職員を対象とした研修会も企画してお

り、体力づくりが学校に根づくよう努めているとこ

ろですので、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 社会教育におきま

しては、今年度の社会体育事業の中で例年行ってお

りますチャレンジ・ザ・スポーツ大会での吹き矢、

子供水泳教室等のほかに、市制施行60周年記念事業

といたしまして４月27日に小学生高学年を対象とし

ましたエスポラーダ北海道のコーチ、選手、３名の

指導によるフットサル教室を参加者22名で実施いた

しました。次に、５月11日に北翔大学との包括連携

協定の締結後初めての連携事業といたしまして、全

小学生を対象としました子供体力測定会と走り方教

室を総合体育館と中央中学校のグラウンドを使用し

まして、小学生49名の参加に対しまして、講師とし

て北翔大学から教授、大学生、さらにはＯＢの方合

わせて37名の講師陣と市側からは介護健康推進課と

企画財政課の応援をいただき、実施したところであ

ります。さらに、６月21日、こちらも市制施行60周

年記念事業といたしまして、市内小中学生を対象に

日本ハムファイターズのＯＢの指導による子供野球

教室、また９月中旬には近隣の中学、高校生を対象

としましてＶリーグの男子ＪＴサンダーズの選手の

指導によるバレーボール教室を開催いたします。こ

のような専門家による指導も含めた野球、水泳、バ

レーボールなどの少年スポーツ教室も取り入れなが

ら、地域の子供たちの体力向上を兼ねた各種事業に

力を注いでおります。子供たちの体力低下が取り沙

汰されている中、今後におきましても地域、学校、

育成会、ＰＴＡ、市長部局などの関係機関との連携

を図り、事業の意義を広く伝えながら事業の継続を

図ってまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま両教育

分野から答弁をいただきました。社会教育分野に関

しては、60周年に絡めた多種多彩なプロのチームと

のかかわりの中で体力向上を考えていきたいという

ことでございます。学校教育の答弁の中で一校一実

践の活動というふうにありましたが、道内の鶴居村

立下幌呂小学校というところがありまして、そこで

一校一運動という名前で行っています。確実に運動

能力の向上という成果が出ているというふうに言わ

れております。当市では、その一校一実践というの

はどのように何を行っているのか、例があれば言っ

ていただきたいというふうに思います。お願いしま

す。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 
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〇学校教育課長（相原弘幸君） 今し方申し述べま

した一部の学校で行っておる一校一実践の取り組み

の内容についてですが、内容についてはタグラグビ

ーとかマラソン大会というのがあります。タグラグ

ビーというのは、ラグビーというと非常に危険とい

う印象ありますが、タックルをするかわりにリボン

を両脇につけておりまして、それをつかまえる方法

によって前進を妨げるというようなルールで、非常

に安全なラグビーとして小学生向けに日本ラグビー

協会が推奨するもので、年度を通じて行うことによ

って少しでも体力の向上に寄与するものと思いま

す。また、マラソンですけれども、マラソンはかつ

てはどこの学校でも取り組みを行っておりましたけ

れども、現在の教育課程では長距離の実践規定とい

うのは必須ではありませんので、やっていないとこ

ろもあると見受けられますが、それをあえて取り組

むことで、またそのマラソンの前後にそれに向けた

練習と組み合わせることなどで体力の向上に取り組

むとしております。取り組みの例は、今し方お知ら

せしましたが、今後もそれらが広がるよう努めてま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 体力というのは、

人間のあらゆる活動の源でございますし、健康な生

活を営む上でも物事に取り組む意欲や気力といった

精神面の充実にもかかわります。多種多彩な活動に、

先ほども言いましたが、社会教育の分野で行われて

いるいろんな活動に関しまして地域の一員としてや

はり我々大人も、先ほど介護健康推進課もしくはほ

かの課が参加したということでありましたけれど

も、我々大人もともに参加していくべきではないか

というふうに思います。まさに今課長が言った知育、

徳育、体育とつながっていくのではないかというふ

うに思います。ただし、学力の向上とともに体力向

上にも力を注いでいただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱６、ふるさとを支える教育、①、

歴史、文化遺産の伝承について、ア、住吉獅子舞に

ついてお聞きいたします。住吉獅子舞については、

事あるごとに私は聞いております。やはり気に病ん

でいる一人ではございます。赤平高校郷土研究部で

舞われなくなった、それからＮＰＯ支援センターさ

んが伝承に動きましたが、うまくいかず、住吉地区

の方々も高齢により舞うことができないといつも答

弁をいただきます。そうであるならば、今こそ市が

打開策を本気で考えるべきではないでしょうか。な

ぜならば、なぜ市がやらなければいけないと言うか

というと、この獅子舞は私いつも言っていますが、

赤平市無形文化財第１号だからです。いつもいつも

文化財保護委員会で検討、道具の保存という話をさ

れます。市としては、今後どういうお考えなのかお

聞かせください。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 住吉獅子舞につい

てお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、平成13年に赤平高等学校郷土

研究部にて住吉獅子舞の伝承に取り組んでいました

が、赤平高等学校の閉校が決まった中、生徒の減少

により現在活動はしていない状況です。また、ＮＰ

Ｏ赤平市民活動支援センターを中心に市民講習会の

開催など伝承へのご支援をいただきましたが、参加

の希望がなく、伝承活動につながっていないのが現

状となっております。住吉獅子舞は、おっしゃると

おり赤平市無形文化財第１号でありますが、存続に

つきましては平成24年度の赤平市文化財保護委員会

において、住吉獅子舞保存会の意向としまして会員

の高齢化により住吉獅子舞の活動が難しい状況とな

ったため、獅子頭を初め道具一式の保存という形で

継承していくこととなり、保存については住吉地域

で保存をしたいとの意向で、現在は住吉獅子会館の

展示棚に保管されております。そのほか、継承のた

めの市民、各団体への協力の呼びかけ、広報あかび

らや赤平市ホームページ等でのＰＲを平成25年度に

行いましたが、成果にはつながってはおりません。

また、市内小中学校の郷土学習に役立ててもらおう

と記録ＤＶＤの配付を行ったりしております。住吉
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獅子舞につきましては、赤平市教育委員会といたし

ましても重要な案件と考えることから、今後も継続

して保存継承に取り組んでいく所存ですので、ご理

解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今答弁にもあり

ましたように、いろいろやってみたけれども、成果

にはつながっていないということです。もう本当に

何も手だてはないのでしょうか。やっぱり何とかし

て獅子舞が舞う日を見たいなというふうに思う一人

であります。私も重要な案件だなというふうに日々

思っていますので、何とかしていただきたいという

ふうに思いますが、私が日々言っているのは継承し

ながら保存していくことであって、保存の継承では

ないのです。そこに置いておいて大事に見守ってい

くことではなくて、それを使って後世に残していく

ということを日々言っているのです。そこで、改め

てお聞きしますが、ことし赤平市が60歳を迎えます。

その記念すべき年の式典にも歴史深い指定文化財が

舞う姿すら見ることができません。本当に寂しい限

りだというふうに私は思います。市民の皆さんに、

そして子供たちに忘れられないためにもせめてその

式典会場に住吉獅子舞が説明などがついて展示でき

ないものか、そういうふうに考えますが、いかがお

考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 60周年記念式典で

の住吉獅子舞の展示等の件ですが、舞手の高齢化等

により舞を披露するのはやはり難しい状況でしょう

が、住吉獅子舞保存会に相談をして協力、助言を受

けながら展示公開等ができるよう進めていきたいと

思います。また、60周年記念式典の担当でもありま

す総務課とも協議しながら進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ぜひ協議のほど

よろしくお願いいたします。さらに、先ほども言い

ましたが、獅子が舞う日が来ることを期待しており

ますので、何とか力を注いでいただいてやっていた

だきたいというふうに思います。 

 続きまして、イ、遺産を学べる環境整備の考え方

についてお聞きいたします。きのうも同僚議員から

歴史文化遺産保存の質問がありましたし、以前にも

ほかの議員から複合的な郷土館、歴史資料館みたい

なものはという質問などもあったかと思います。私

もやはり市民の皆さんがおらがまちの自慢ではない

ですけれども、胸を張ってほかへ言えるような炭鉱

遺産、農業遺産、歴史遺産、先ほどの獅子舞などな

ど、赤平にはこんなにすごいものがあるのだと目で

見られる環境が必要だというふうに日々思っており

ますが、その点を踏まえて歴史資料館などの整備は

いかがなものかお聞かせ願います。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 遺産を学べる環境

整備の考え方についてお答えいたします。 

 きのうの答弁と重複する部分がありますが、現在

郷土館は平成25年に除却され、炭鉱歴史資料館につ

きましては休館している状況であります。まず、ご

質問の遺産を学べる環境整備の考え方ですが、赤平

の郷土や産業等を学べる施設の整備は大変必要と考

えております。しかしながら、郷土館施設の整備に

は、閉校による学校施設等の遊休公共施設の跡地利

用の計画などにより設置場所が左右されることか

ら、今後の推移を踏まえながら設置に向けての提案

をしていきたいと思います。また、炭鉱歴史資料館

については、郷土館との兼ね合いもありますが、ま

ず常設展示ができる代替施設を選定し、早期の再開

を目指してまいります。なお、炭鉱歴史資料館は、

今後収蔵施設と位置づけることといたしており、本

年度の予算において電気の切りかえ工事を行い、収

蔵施設としての機能を維持するとともに、定期的に

職員が確認に行くほか、研究、学習目的の場合のみ

一部公開もしていきます。赤平市の炭鉱遺産、歴史、

文化遺産等を学べる施設については、今後場所等を

確保した上で整備を進めてまいりたいと思いますの

で、ご理解を賜りますようお願いいたします。 
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〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 きのうの質問と

似ておりますし、答弁も近いものですから、これ以

上お聞きいたしませんが、整備を進めていただける

という考えを聞けましたので、今後に期待したいと

いうふうに思います。 

 最後に、いつもどの質問に対しましても出てくる

何々委員会、どこどこ委員会で検討し、推移を見て

考えたいという答弁ですので、いずれにしましても

納得はいたしかねますが、検討推移を見ていくとい

うことも確かにわかります。しかし、いつも同じ検

討し、推移を見て考えたいではなく、もっと前向き

な皆さんの努力が目に見えるような答弁をお願いし

たいというふうに心から思います。９人の議員の中

で若い世代の議員が赤平の歴史遺産を残して子供た

ちに伝えてあげたい、赤平のよいところを教えてあ

げたい、赤平を背負っていく子供たちが赤平のこと

を知らない悲しい現状をなくしたい、そういう熱い

思いで質問をしているのに、我々より長く赤平にお

世話になっている理事者皆様方にはそれが伝わらな

いのでしょうか。酌み取っていただけないでしょう

か。打開策を打ち出していただけないでしょうか。

少し残念に感じるところもありますと勝手な思いを

言わせていただきますが、これで全ての質問を終わ

りたいというふうに思います。全ての質問に対しま

してご答弁ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 以上をもって一般質問を終

了いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第４ 議案第283号赤平

市国民健康保険条例の一部改正について、日程第５ 

議案第284号定住自立圏形成協定の締結について、日

程第６ 議案第286号赤平市過疎地域自立促進市町

村計画の一部変更についてを一括議題といたしま

す。 

 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、植村委員長。 

〇行政常任委員長（植村真美君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 平成26年６月９日に行政常任委員会に付託されま

した議案第283号赤平市国民健康保険条例の一部改

正について、議案第284号定住自立圏形成協定の締結

について、議案第286号赤平市過疎地域自立促進市町

村計画の一部変更について、以上３案件について、

多数意見者の署名を付して報告いたします。 

 審査の経過、平成26年６月10日、委員会を招集し、

審査いたしました。 

 審査の結果、全会一致をもって原案可決と決定い

たした次第でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第283号、第284号、第286号につい

て一括採決をいたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案は、委員長報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第７ 議案第287号平成

26年度赤平市一般会計補正予算、日程第８ 議案第

288号平成26年度赤平市介護保険特別会計補正予算

を一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。企画財

政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 〔登壇〕 議案第
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287号平成26年度赤平市一般会計補正予算（第２号）

につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 平成26年度赤平市の一般会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8,337万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ84億7,782万円といたします。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」

によります。 

 ２ページをお願いいたします。第２表、地方債補

正でありますが、変更といたしまして、排水整備事

業の限度額370万円を全て減額し、過疎対策事業債の

限度額を5,690万円増額し、２億8,310万円に変更す

るもので、起債の方法、利率及び償還の方法につい

ては記載のとおりであります。 

 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

４ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款13国庫支出金、項２国庫補助金、目１総

務費国庫補助金、節２がんばる地域交付金として

1,821万5,000円の増額でありますが、国は景気回復

が波及していない財政力の弱い市町村であっても地

域活性化に取り組めるよう平成25年度補正予算にお

いてがんばる地域交付金を創設しております。当市

においては、主に平成25年度に繰越明許費として補

正を行った福栄団地建設事業の地方負担額を算定基

礎数値として、この数値の37％ががんばる地域交付

金として交付されるもので、２事業に対し充当する

ものであります。 

 同じく目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費国

庫補助金として25万4,000円の増額でありますが、臨

時福祉給付金給付事業のパソコン等の機器借り上げ

料に充当するものであります。 

 款14道支出金、項２道補助金、目２民生費道補助

金、節４就労自立給付事業費補助金として51万8,000

円の増額でありますが、就労自立給付金システム改

修委託料に充当するものであります。 

 款18繰越金として1,119万1,000円の増額でありま

すが、平成25年度の剰余金として２億円以上が見込

まれ、今回の補正に伴う歳入不足額を計上するもの

であります。 

 款20市債、項１市債、目１土木債、節１道路橋り

ょう債として370万円の減額でありますが、がんばる

地域交付金の一部を排水整備事業に充当するため、

排水整備事業債が減額となるものであります。 

 同じく目３過疎対策事業債として5,690万円の増

額でありますが、し尿くみ取り車購入事業に充当す

るものであります。 

 ６ページをお願いいたします。次に、歳出であり

ますが、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福

祉総務費、節13委託料として51万9,000円の増額であ

りますが、本年７月１日以降に保護廃止された方が

支給対象となる就労自立給付金に関する管理システ

ム改修に要する委託料で、全額道補助金が充当され

ます。 

 同じく目９臨時福祉給付金給付事業費、節14使用

料及び賃借料として25万5,000円の増額であります

が、給付事務に必要なパソコン４台の借り上げに伴

う当初予算の不足額を計上するもので、全額国庫補

助金が充当されます。 

 ８ページをお願いいたします。同じく項２児童福

祉費、目３子育て支援センター費、節18備品購入費

として13万9,000円の増額でありますが、本年４月か

ら専任のセンター長配置に伴い、パソコン１台を購

入するものであります。 

 10ページをお願いいたします。款４衛生費、項２

清掃費、目３し尿処理費として5,793万2,000円の増

額でありますが、平成27年度から石狩川流域下水道

構成の６市６町によるし尿の共同処理を予定してお

り、し尿運搬のためのくみ取り車２台の費用を委託

料で支払う予定でありましたが、本年度からし尿く

み取り車の購入費用が過疎対策事業債の対象とされ

たことから、市が購入し、委託業者へ貸与すること

で平成27年度からの実質費用負担の軽減を図るもの
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であります。なお、過疎対策事業債として5,690万円

が充当されます。 

 12ページをお願いいたします。款７商工費、項１

商工費、目３エルム高原施設費、節15工事請負費と

して45万8,000円の増額でありますが、本年５月に融

雪の影響によってエルム高原施設内道路の一部が崩

壊したことによる道路補修工事費を計上するもので

あります。 

 14ページをお願いいたします。款８土木費、項２

道路橋りょう費、目４道路新設改良費でありますが、

財源補正として泉町通排水整備工事は交付税算入の

ない一般単独事業債を予定していたため、がんばる

地域交付金を一部充当し、地方債の借り入れを取り

やめるものであります。 

 16ページをお願いいたします。款10教育費、項１

教育総務費、目２事務局費として54万3,000円の増額

でありますが、旧平岸小学校を災害時避難施設とし

て維持するため、冬期間必要な燃料費や除雪委託料

等を計上するものであります。 

 18ページをお願いいたします。同じく項２幼稚園

費、目１幼稚園費として120万5,000円の増額であり

ますが、本年４月に札幌市で小学３年生の鉄棒使用

中の事故が発生したことを機に全ての遊具を再点検

するための委託料と既に行った現場確認により緊急

性が高いと想定される遊具整備工事費を計上するも

のであります。 

 20ページをお願いいたします。同じく項３小学校

費、目１学校管理費として540万1,000円の増額であ

りますが、幼稚園と同様に遊具点検委託料と遊具整

備工事費を計上するものであります。 

 22ページをお願いいたします。同じく項５社会教

育費、目１社会教育総務費、節15工事請負費として

1,658万9,000円の増額でありますが、がんばる地域

交付金を財源として旧住吉小学校を除却するもので

あります。同じく節19負担金補助及び交付金として

21万2,000円の増額でありますが、赤平火太鼓保存会

が保有する太鼓の胴の縁の破損が激しく、革の張り

に支障を来すことから、４台の太鼓を修繕するため

郷土文化育成事業補助金を増額するものでありま

す。 

 同じく目６交流センターみらい費、節13委託料と

して12万5,000円の増額でありますが、特定建築物の

環境衛生管理基準に基づき貯湯槽清掃消毒委託料を

計上するものであります。 

 次に、議案第288号平成26年度赤平市介護保険特別

会計補正予算（第１号）につきまして、提案の趣旨

をご説明申し上げます。 

 平成26年度赤平市の介護保険特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

29万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ14億3,754万9,000円といたします。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 

 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

４ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款６繰越金として29万4,000円の増額であり

ますが、平成25年度剰余金が1,000万円以上見込まれ

るため、今回の補正に伴う財源を計上するものであ

ります。 

 ６ページをお願いいたします。次に、歳出であり

ますが、款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、

目１第１号被保険者保険料還付金、節23償還金利子

及び割引料として24万4,000円の増額でありますが、

平成19年度にさかのぼって資格喪失者が１名発生し

たことによる還付金であります。 

 同じく目３第１号被保険者還付加算金、節23償還

金利子及び割引料として５万円の増額であります

が、還付金の発生に伴う還付加算金となります。 

 以上、議案第287号並びに第288号につきましてご

提案申し上げますので、よろしくご審議賜りますよ

うお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 一般会計補正予算、20ペー
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ジから21ページの小学校費のところですけれども、

全ての遊具の点検と整備ということになっておりま

したが、このたび統合になった住友赤平小学校とか

平岸小学校にある遊具などの対処はどういうふうに

なるのか。また、それがここで対象にならないとい

うことであれば、その遊具に対してはどういう対応

になるのか教えていただけたらと思います。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 閉校後の遊具につ

いては、現在そのままの状態になっておりますけれ

ども、鋭意その使用の状況を見て使用の禁止とか図

ってまいりたいと思いますし、閉校後の遊具につい

てはこの点検、工事の予算の中には計上されており

ません。 

（「聞こえませんでした」と言う者あり） 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 閉校後の、閉校し

た学校の遊具についての点検、整備の予算は計上し

ておりません。 

〇議長（若山武信君） はい。 

〇４番（竹村恵一君） その都度チェックをしてと

いうことになるということですけれども、現在もう

危険な遊具だと目視でわかるような遊具があるので

すけれども、それは早急な対応ということにはなら

ないのですか。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 閉校した学校のと

いうことであれば、早急な対応といいますか、使用

禁止の措置をしていきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 既にありますので、早急に

していただけたらというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 私どものほうも点

検してまいりますが、またその箇所等教えていただ

ければ、よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 一般会計補正予算について

の中で２点、ちょっと確認等もありまして質疑をさ

せていただきます。 

 教育費の16ページ、17ページで先ほど旧平岸小学

校の冬期間の災害避難場所のための管理費というこ

とだったのですが、この冬期間の災害避難場所とし

て小学校のどの部分をということをちょっと聞き漏

らしたかもしれないのですけれども、教えていただ

きたいということと、続きまして教育費の中で22ペ

ージ、23ページの中で旧住友小学校の除却工事とい

うことでありました。これの除却工事をいつの期間

からいつまでお考えなのか、現時点でおわかりの範

囲でよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 旧平岸小学校は、

冬期間災害避難場所になっておりますので、災害避

難場所として正常に機能するための予算であります

ので、燃料費、またあの施設を動かすということで

すので、法令にのっとった自家用電気工作物保安の

点検とか、消防設備の点検等含まれます。 

 以上です。 

（何事か言う者あり） 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 主に体育館ですけ

れども、施設として消防点検とか、そういったもの

については校舎全部の点検になります。 

〇議長（若山武信君） 植村議員、よろしいでしょ

うか。 

〇３番（植村真美君） はい、わかりました。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 旧住吉小学校除却

に関しましてですが、今現在の予定ではこの後７月

から10月ぐらいの予定ではおりますけれども、農家

の田んぼとか稲刈りの状況もありますので、その辺

を見きわめながら検討させて工事を行いたいと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） そのほかございますか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） それでは、質疑なしと認め

ます。 
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 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第287号、第288号については、会議規則第36

条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第287号、第288号については、委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第287号、第288号について一括採

決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第９ 議案第289号赤平

市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市長（高尾弘明君） 〔登壇〕 議案第289号赤平

市固定資産評価審査委員会委員の選任につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 赤平市固定資産評価審査委員会委員でありました

吉野猛光氏が辞職され、その後任といたしまして推

薦母体でありますたきかわ農業協同組合より六田孝

男氏の推薦をいただきましたので、同氏を地方税法

第423条第４項の規定に基づき、平成26年４月18日付

で選任いたしましたことから、同法第423条第５項の

規定により、議会の承認を求めるものでございます。 

 記といたしまして、六田孝男、生年月日、昭和35

年１月22日、現住所、赤平市共和町197番地でござい

ます。 

 六田孝男氏の経歴につきましては、別添参考資料

のとおりでございますが、赤平市固定資産評価審査

委員会委員として適任と考えますので、ご承認賜り

ますようよろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。 

〇議長（若山武信君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第289号については、会議規則第36条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第289号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第289号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり同意されました。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第10 議案第290号農業

委員の推薦についてを議題といたします。 

 なお、本案については、地方自治法第117条の規定

により、五十嵐議員の退席を求めます。 

（五十嵐議員退席） 

〇議長（若山武信君） 本案に関する提案理由の説

明を求めます。向井議員。 
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〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 農業委員の推薦

について。 

 議案第290号農業委員の推薦についての提案理由

の説明を申し上げます。 

 本案は、平成25年第１回赤平市議会定例会におい

て農業委員会等に関する法律第12条第１項第２号の

規定により推薦し、選出されておりました委員の任

期が本年７月19日をもって満了するため、市長から

その後任委員の推薦依頼がございましたので、お手

元に配付の議案に記載のとおり、五十嵐美知氏を推

薦しようとするものであります。 

 以上が本案の提案の趣旨でございますので、よろ

しくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第290号については、会議規則第36条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第290号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第290号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり推薦されました。 

（五十嵐議員入場） 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第11 意見書案第43号

総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書、日程

第12 意見書案第44号鳥獣の捕獲促進体制強化の速

やかな実施を求める意見書、日程第13 意見書案第

45号中小企業の事業環境の改善を求める意見書、日

程第14 意見書案第46号地域包括ケアシステム構築

のため地域の実情に応じた支援を求める意見書、日

程第15 意見書案第47号「手話言語法（仮称）」の

制定を求める意見書、日程第16 意見書案第48号平

成26年度北海道最低賃金改正等に関する意見書、日

程第17 意見書案第49号地方財政の充実・強化を求

める意見書を一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。向井議

員。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 説明省略との声があります

ので、説明を省略いたします。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す意見書案第43号、第44号、第45号、第46号、第47

号、第48号、第49号については、会議規則第36条第

３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第43号、第44号、第45号、第46

号、第47号、第48号、第49号については、委員会の

付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第43号、第44号、第45号、第

46号、第47号、第48号、第49号について一括採決を

いたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第18 請願、陳情に関

する閉会中審査の議決についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。閉会中において受理した請願、

陳情については、別紙配付のとおり常任委員会及び

議会運営委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中受理した請願、陳情については、

常任委員会及び議会運営委員会に付託の上、審査す

ることに決定いたしました。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第19 閉会中継続審査

の議決について。 

 各委員長から、委員会において審査中の事件につ

き会議規則第108条の規定により、閉会中継続審査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、

閉会中継続審査に付することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（若山武信君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中継

続審査に付することに決定いたしました。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 これをもって、平成26年赤平市議会第２回定例会

を閉会いたします。 

（午後 ０時１８分 閉 会） 
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